
別紙２ 協定書【参考】 

町田市の事前都市復興に関する共同研究基本協定書 

 

 

町田市（以下「甲」という。）と、東京都公立大学法人（以下「乙」という。）

とは、第２条に定める共同研究（以下「本研究」という。）を実施するにあたり、

次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、起こりうる大規模災害を想定し、被災後にできるだけ早急か

つ的確な復興を実現していくため、平時から行うべき「事前都市復興」のある

べきかたちを甲及び乙とが協働して本研究を実施することにより、もって地域

課題の解決に向けた効果的な取組の開発を目的とする。 

 

（研究内容） 

第２条 本研究において、甲と乙が実施する研究内容は、以下のとおりとする。 

(1) 想定される被災規模の分析に関すること 

(2) 事前都市復興基本方針の策定に関すること 

(3) 市民への意識啓発に関すること 

(4) 地区ごとの都市復興に関すること 

(5) 職員の復興訓練に関すること 

(6) その他、事前都市復興に関して、甲及び乙が必要と認めること 

２ 本研究の研究内容に変更を要する場合は、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（研究期間） 

第３条 本研究の期間は、協定締結の日から２０２８年３月３１日までとする。 

２ 研究期間の変更または更新については、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

（研究の実施場所） 

第４条 本研究の実施場所は、町田市全域及び乙の東京都立大学南大沢キャン

パス内とする。 

 

（推進体制） 

第５条 甲及び乙は、本研究の推進にあたり緊密に連絡・連携を図るとともに、

研究内容に応じた役割分担、研究スケジュール等については別途協議して定め、

研究に要する経費が生じる場合には、別途甲から乙に委託する契約の締結によ

り推進するものとする。 



別紙２ 協定書【参考】 

 

（研究の休止及び中止） 

第６条 本研究の実施により、甲の業務に重大な影響がある等、特別な理由があ

ると判断した場合においては、甲は、乙に対し本研究を休止し、又は中止させ

ることができる。 

２ 乙から本研究の休止又は中止について申し出があり、甲、乙協議の上、その

理由がやむを得ないと判断される場合においては、乙は、本研究を休止し、又

は中止することができる。 

 

（知的財産の取扱い） 

第７条 本研究の結果生じた発明、考案及び創作等の知的財産の取扱いについ

ては、当該知的財産を生じた状況を勘案して甲乙協議の上これを決定する。 

 

（秘密の保持） 

第８条 甲及び乙は、本研究に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は

自ら知り得た相手方の技術上又は業務上の情報（秘密である旨を表示したも

のとする。以下「秘密情報」という。）については、相手方の事前の承諾なし

に、これを第三者に開示し、又は漏らしてはならない。ただし、次の情報につ

いては、この限りではない。 

(1) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が

保有していたもの 

(2) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知と

なっていたもの 

(3) 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責め

によらずに公知となったもの 

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に取

得したもの 

(5) 相手方から開示又は提供を受けた秘密情報によることなく、独自に開発

し、又は取得したもの 

２ 甲及び乙は、本研究以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。た

だし、相手方の書面による事前の承認を得たときは、この限りではない。 

 

（その他） 

第９条 本協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲、乙協議

して定めるものとする。 
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本協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名、押印し、それぞれ１

通保有する。 

 

   ２０２２年１２月２６日 

 

甲   東京都町田市森野二丁目２番２２号 

町田市 

市長  石阪 丈一    

 

 

乙   東京都八王子市南大沢一丁目１番地 

東京都公立大学法人 

産学公連携センター長   加藤 英典    


